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「福井新元気宣言」推進に関する政策合意  

 

 私は、知事の政策スタッフとして、「福井新元気宣言」に掲げられた「元気

な社会」、「元気な産業」、「元気な県土」、「元気な県政」の４つのビジョンを

実現するため、県民の理解と参加を得ながら、責任を持って職務を遂行し、

次に掲げる施策・事業について重点的に実施することを西川一誠知事と合意

します。  

 

 平成２２年４月  

                 福 井 県 知 事  西 川  一 誠  

 

                 安全環境部長  石 塚  博 英  

Ⅰ ２２年度の基本方針  

 

・ 「自然環境」、「生活環境」、「環境を想い行動する人づくり」の３つ

の視点に基づき、環境基本計画に盛り込まれた本県独自の施策を、県

民、団体、企業等と一体となり積極的に進めます。 

特に、県内の温室効果ガスの削減を推進するため、県民運動「ＬＯ

ＶＥ・アース・ふくい」の充実強化とともに、新たな「地球温暖化対

策地域計画」を策定します。 

さらに、新しい環境政策を生み出す部局横断型の検討組織を設置し、

環境先進県福井を目指します。 

 

・ 県下全域において子ども・女性の安全確保のための活発な活動の展

開や県民の「スロードライブ」に対する意識の向上、消費生活相談体

制の強化、青尐年の健全育成に対する取組み等により、『「安全・安心

ふくい」実現プラン』を推進します。 

    また、自然災害や国民保護など県民の生命・身体を脅かす事象に迅

速に対応し、防災体制の強化を図ります。  

 

・ 消防の広域化実現のため、市町、消防本部に対して「広域消防運営

計画」作成に向けた協議会の設置を働きかけます。 

  また、市町、消防本部とともに啓発活動を実施し、消防団活動のイ

メージアップを図ります。特に女性、大学生、公務員に対する加入促

進を行います。 

 

・ 原子力行政については、「安全の確保」「住民の理解と同意」「地域の

恒久的福祉の実現」の三原則に則り、１５基体制を堅持し、広く県民

の声を聞き、常に県民の立場に立って厳正に対処します。 
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Ⅱ ２２年度の施策 

 

〔重点営業戦略〕 

・ 本県独自の県民活動「自然再生ふくい」やコウノトリを呼び戻すため

の田園環境の再生、ラムサール条約湿地「三方五湖」の保全と活用など

を、10 月に名古屋市で開催される COP10（生物多様性条約第 10 回締約

国会議）での展示や本県へのエクスカーションなどを通じ、全国に向け

発信していきます。  

 

〔２２年度の個別施策〕 

 

１ 日本一の安全・安心（治安回復から治安向上へ） 

 

   ◇ 「安全・安心ふくい」実現プランの実行【部局連携】 

 

   ・「子ども・女性を守るまちづくり」の推進 

 地域住民、学校、警察などと協力して、小中学生の安全確保の活

動を活発に展開します。  

また、今年度は女性を犯罪から守るため、市町安全安心センター

と連携しパトロールを実施します。  

 

 

 

 

 

   ・交通安全スロー・シグナル・シャイン（３Ｓ）運動の展開 

 県民の「スロードライブ（安全速度の徹底）」への意識を高めるた

め、制限速度を超過しやすい地点での通行車両の速度状況調査およ

び付近での街頭活動等を実施するとともに、調査結果は講習会等で

広く県民に公表します。  

 また、高齢者を対象にしたセミナー等を開催し、高齢者に対する

交通安全啓発を積極的に展開します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学生の安全確保の活動                   全校区で実施  

保護者等に参加促進のパンフレット配布  

女性が被害に遭いやすい場所でのパトロール           全市町で実施  

速度状況調査および監視・啓発活動                 １１地点  

交通安全パートナー事業所に対するスロードライブ推進講習会  県内５ブロック  

シルバー交通安全セミナーおよびシルバー交通安全推進委員研修会  

県内５ブロック  
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   ・消費者被害の防止 

 消費生活センターにおける高度で専門的な相談への対応力強化を

図るとともに、県民に対して迅速に注意喚起の情報提供を行い、消

費者被害の防止を図ります。  

 今年度は、インターネットを利用する機会の多い若い世代に重点

を置いてトラブル防止を図ります。  

 また、消費者行政活性化基金を活用し、市町の消費生活相談体制

のレベルアップを図ります。  

 

 

 

 

 

   ・青少年の健全育成 

 地域や学校での多様な活動への参加促進を図り、青尐年の健全育

成を推進します。  

 特に、インターネット上の有害環境やネット犯罪に関する正しい

知識を普及させるため、中・高校生の保護者等を対象とした安全利

用に関する講座を開催します。  

 

 

 

 

   ◇ 災害・危機対策【部局連携】 

 

   ・消防団員の確保 

 消防団員募集ＰＲステッカーや活動紹介パネルによる広報を消防

本部や消防団とともに行い、若者や女性、公務員に対する加入促進

に努めます。  

  また、市・町・消防本部に対して、消防団協力事業所表示制度に

基づく協力事業所の認定に努めるよう働きかけます。  

 さらに、県内経済団体等に対し、事業所の従業員が消防団に入団

しやすい環境づくりを構築するよう働きかけます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家による特別相談・窓口強化研修会の開催            ３６回  

 （平成２１年度   ２７回）  

大学生による消費生活モニター                   ３０人  

インターネット安全利用出前講座                ８０回開催  

消防団員数                         ５，６００人  

（平成２１年度末  ５，５６４人）              （３６人の増）  

消防団協力事業所数                    １３０事業所  

（平成２１年度 １１０事業所）            （２０事業所の増）  
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   ・防災訓練等の実施 

 地震と風水害の複合的災害を想定した総合防災訓練や平日におけ

る住民・学校等の避難を想定した原子力総合防災訓練を実施します。 

 また、国民保護計画の実効性をさらに高め、国民保護措置が的確

かつ迅速に実施できるようコンビナート爆破事案などを想定した図

上訓練を実施します。  

 訓練の成果は県および市町の計画や避難マニュアル等に反映する

など、常に万全の体制で備えられるよう努めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・市町消防の広域化の促進 

 平成２４年度末までに、県内３消防本部体制とする消防の広域化

を目指します。そのため、広域化に関する協議会の設置を各市町・

消防本部に働きかけます。  

 

   ・地震防災対策の強化 

 阪神淡路大震災を契機に平成７・８年度に実施した地震被害予測

調査の更新調査を平成２２・２３年度の２カ年で行います。  

 

・総合防災訓練  

  実施日   ８月２９日（日）  

  会 場   大野市  

・原子力防災訓練  

 （対象）関西電力㈱大飯発電所  

  ①図上訓練  

   実施日  ７月１４日（水）  

   会 場  大飯原子力防災センター  

  ②初動対応訓練  

   実施日  ８月３日（火）  

   会 場  福井県庁、大飯原子力防災センター他  

  ③総合訓練  

   実施日  １０月２６日（火）  

   会 場  福井県庁、大飯原子力防災センター他  

・国民保護訓練  

   実施日  １月下旬（予定）  

   会 場   坂井市、あわら市（予定）  
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２ 原子力の安全・安心と信頼の確保 

 

   ◇ 安心と信頼の確保に全力、１５基体制を堅持【部局連携】 

 

   ・安全協定の厳正な運用と高経年化対策の推進、耐震安全性の確認 

 電力事業者と県との安全協定を厳正に運用し、平常時立入調査を

継続して実施します。  

 特に、高経年化・耐震安全性については、「福井県原子力安全専門

委員会」を積極的に活用し、国や事業者の高経年化対策の実施状況

や耐震安全性について厳格に確認します。  

 今年１１月に運転開始後４０年を迎える美浜１号機については、

高経年化の安全性や今後示される運転方針が、美浜町をはじめ広く

県民の理解を得られるよう、事業者に求めていきます。  

 

   ・「もんじゅ」への慎重な対処 

 「もんじゅ」については、国のエネルギー政策上の位置づけや安

全確保について国の責任ある対応を確認し、地元敦賀市の意見や県

議会の議論を踏まえ、県民の立場に立って慎重に対応します。  

 プラント全体の安全性がハード・ソフト両面で確保されているか、

県原子力安全専門委員会の審議等を通じ厳正に確認します。  

 

   ・敦賀３、４号機増設計画への適切な対応 

 敦賀３、４号機増設については、耐震安全性を含めた国の安全審

査の状況を確認するとともに、国や事業者に対し、徹底した安全確

保対策を引き続き要請します。さらに、事業者の準備工事や県内企

業の積極的活用の状況を確認します。  

 

   ・プルサーマル計画への適切な対処 

 高浜３、４号機のプルサーマル計画については、MOX 燃料が輸

送中ですが、今後も節目となる各段階で関西電力から報告を求め、

その内容を確認し、慎重に対処します。  

 

 

 

 



 6 

３ 夢と誇りのあるふるさとづくり 

   ◇ 守り育てる福井の環境【部局連携】 

 

   ・地球温暖化対策の推進 

 県内の温室効果ガスの削減を積極的に推進するため、企業の特色

を活かした環境貢献活動を行う事業所やエコ活動に積極的に取り組

む家庭を増やすなど、県民運動「ＬＯＶＥ・アース・ふくい」の充

実強化を図ります。  

 民間事業所や住宅における太陽光発電や省エネ設備などの導入を

積極的に支援するとともに、本年３月に策定した「福井県ＥＶ・Ｐ

ＨＶ普及推進マスタープラン」に基づき、環境負荷の尐ない次世代

（省エネ）自動車の普及に努めます。  

 また、相乗りによる効率的な自動車利用や、不用自転車の再活用

などに取り組み、自動車に頼りすぎない社会を目指します。  

さらに、県民や産業界の意見を十分に踏まえながら、省エネ活動

への支援や新エネルギー導入を促進する施策などを検討し、新たな

「地球温暖化対策地域計画」を策定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境協定の新規締結事業所数                  １０事業所  

（平成２１年度末  ９事業所）               （１事業所の増） 

チャレンジ目標 １１事業所（２事業所の増） 

エコ宣言数                        ５０，０００家庭  

（平成２１年度末  ４６，２９３家庭）       （３，７０７家庭の増） 

太陽光発電設備等を設置する住宅数                  ７５０戸  

（平成２１年度 太陽光発電設備住宅数６６０戸）  

ＣＯ２削減率の高い省エネ改修工事を行う中小企業事業所数      ５事業所  

愛の相乗り運動実施数                      ５グループ  

車１台あたりの年間走行距離数               平成２４年度までに５％削減  

（平成２１年は平成２０年比で０．５％削減）  
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   ・自然環境の再生 

 県民一人ひとりが、トンボやメダカなどの身近な生き物や自然を

守り育む意識をもち、自然環境の再生などに取り組む県民活動「自

然再生ふくい」を展開します。  

 里地里山では、希尐野生動植物の保全活動を促進するとともに、

コウノトリの県内定着に向け、餌場を確保するためのふゆみずたん

ぼ、水田魚道などの普及を図ります。  

 「三方五湖」においては、水質浄化のための葦の植付けやエリの

設置などの環境保全対策を地元住民と一体となって実施するととも

に、ウナギ等魚類の再生に必要な生息環境について、県と東京大学

等による共同調査研究を進めます。  

 また、「北潟湖」においては、魚類の生息調査を実施し、その結果

を公開し、地元住民とともに自然再生活動を進めていきます。  

 これらの活動を進め、全国に向け発信するため、課題解決プロジ

ェクトチームを設置します。  

 

 

 

 

   ・リサイクル等の推進 

 平成２３年度から５年間の「廃棄物処理計画」を策定します。  

 また、「修理する文化」の醸成や「リサイクル文化」の定着を目指

して、「修理工房」やフリーマーケット（古本市）を開催します。  

   市町、消費者団体、女性団体、事業者等と協力し、家庭での食品

廃棄を減らす方法等の研修会の実施や協力店の増加を図るとともに、

持ち帰り専用バッグ（ドギーバッグ）の配布等を行い、「おいしいふ

くい食べきり運動」をさらに推進することにより、生ごみの減量化

を行います。  

 

 

 

 

 

自然再生支援隊 (アドバイザー )派遣（平成２１年度 ９４回）    １２０回  

里地里山の環境保全活動を行う地区                  ８地区  

（平成２1 年度末 ６地区）                （２地区の増）  

コウノトリを呼び戻す田園環境再生を行う団体           １０団体  

ふゆみずたんぼの普及面積                    ３０ｈａ  

（平成２1 年度末 １５ｈａ）              （１５ｈａの増）  

「修理工房」の開催回数                      ２０回  

（平成２１年度 県開催５回、市町等開催１４回 計１９回）  

フリーマーケット（古本市）の開催回数                 ３５回  

（平成２１年度 県開催７回、市町等開催２４回 計３１回）  

「おいしいふくい食べきり運動」協力店               ５３０店  

（平成２１年度末  ５０３店）                （２７店の増） 

チャレンジ目標 ５５０店（４７店の増） 
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   ・環境教育の推進 

 本県独自の教材（エコワークブック）を用いた環境学習の実施や、

子どもたちの里海での船乗り体験等の実践により、環境に対する子

どもたちの豊かな感性を育みます。  

 また、小学校や地域の周辺の自然環境を、「生き物百葉箱」として

とらえ、身近な生き物を継続的に観察することで、自然や小さな命

を大切にする心を養います。  

 

 

 

 

   ・新たな県民運動の展開 

 平成２１年に設立した「環境ふくい県民会議」を中心に、自動車

利用を減らすストップ乗りすぎ運動やクリーンアップふくい大作戦

などの県民運動を展開し、県民や環境保全団体、事業者の参加の拡

大を図ります。  

 また、県内外の個人や企業から提供された資金を活用して、市民

団体等が行う植林や地区集会施設の省エネ化などのＣＯ２削減活動

を支援する「福井型カーボン・オフセット」を積極的に推進します。  

 

   ・不法投棄の防止 

 敦賀市民間最終処分場抜本対策事業については、敦賀市と共同し、

漏水防止対策工事等の着実な推進に努めます。  

 また、工事の進捗状況や水質モニタリングの結果等について、県

民へ積極的に情報提供を行います。  

 さらに、不法投棄などの未然防止のため、２４時間パトロールを

行うとともに、昨年度、監視カメラによる効果的な摘発があったこ

とから、監視カメラを増設し、現に不法投棄がみられる地域（重点

監視地域）における監視体制を強化します。  

環境教育教材を活用した環境教育の実施学校数            ２２０校  

（平成２１年度 ２１４校）  

子どもの自然体験（里海での船乗り）の実施学級数          ５０学級  

（平成２１年度 ５０学級）            

自然観察を実施する学校・公民館等の数（生き物百葉箱）       ５０団体  

不法投棄の重点監視地域                     １６か所  

（平成２１年度 ８か所）  
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○ ４年間の目標数値 

４年間（平成１９～２２年度）の施策を通じて次の目標の実現を目指します。 

指標名  １８年度の現状  ２１年度の現状  ２２年度の目標  
２２年度末  

までの目標  

交通事故死者数  
６４人／年  

（平成１８年） 

５４人／年  

（平成２１年） 

６０人／年以下  

（平成２２年） 
６０人／年以下  

民間事業者等との

防災協定数  
２３社  ５１社  ５１社  

５０社  

⇒５１社  

温室効果ガス排出

量の削減  

平成２年度比で 

４．８％増  

（平成１６年度） 

平成２年度比で 

３．１％増  

（平成１９年度） 

平成２年度比で 

１．０％増  

（平成２０年度） 

平成２年度比で 

３％削減  

環境協定の新規

締結事業所数  
２事業所  ９事業所  １０事業所  １０事業所  

1人１日当たりごみ

排出量（※） 

９７９ｇ 

（平成１７年度） 

９２６ｇ 

（平成２０年度） 
９４０ｇ ９４０ｇ 

三方五湖周辺での

ふゆみずたんぼ・

水田魚道実施箇

所数  

１か所  ５か所  ６か所  
５か所  

⇒６か所  

環境教育教材を活

用した環境教育の

実施学校数  

－ ２１４校  ２２０校  
延べ４００校  

⇒延べ４３４校  

子どもの自然体験

（里海での船乗り）

実施学級数  

－ ５０学級  ５０学級  延べ１００学級  

里地里山の保全・

活用を行う地区数  
１地区  ６地区  ８地区  ８地区  

（※）は、「新元気宣言」に記載のある目標数値  


